
　　　　明治大学平和教育登戸研究所資料館　第 8回企画展　記念講演会　　　　　2017 年 12 月 9 日

科学技術と民間人の戦争動員
‐陸軍登戸実験場開設 80 年‐

資料館長　山田　朗　

はじめに

　〔1〕「登戸実験場」が開設された 1937（昭和 12）年とはどのような年だったのか。

　〔2〕開設された「登戸実験場」とはどのような施設であったのか。

　〔3〕国家総動員体制のもとで科学技術と民間人はどのように動員されていったのか。

　〔4〕日中戦争の泥沼化のなかで、「登戸実験場」はなにゆえ「登戸出張所」に再編されたのか。

Ⅰ　登戸実験場が開設された 1937（昭和 12）年という年
１　世界的軍拡時代の到来

　〔1〕海軍軍縮条約の失効（1936 年 12 月 31 日）

ワシントン海軍軍縮条約（1922 年）：海軍の主力艦（戦艦）・航空母艦の保有量を制限

ロンドン海軍軍縮条約（1930 年）：補助艦（巡洋艦・駆逐艦・潜水艦）の保有量を制限

→　各国とも新鋭の軍艦を起工（例：戦艦「大和」の起工、1934 年から設計・準備）

　〔2〕航空兵器の飛躍的発達

各国とも新鋭航空機の開発に力をそそぐ　→世界的な航空技術の飛躍期

次世代の軍用機の設計・試作の開始

例：日本海軍　零式艦上戦闘機（1937 年より設計・試作開始）

　〔3〕電波兵器・通信機器・暗号機器の発達

く号兵器（怪力電波）とち号兵器（超短波レーダー）

世界的な情報・諜報戦の活発化　→　諜報要員用小型無線通信機、無線標定機など

高度な暗号の自動組み立て、自動翻訳（例：独　エニグマ暗号機）

２　日中戦争の全面化

　〔1〕華北分離工作（1936 年 1 月国策化）

→　盧溝橋における日中両軍の衝突（1937 年 7 月 7 日）

→　この際、「華北を分離しよう」という思惑から事態を拡大させる動き

　〔2〕武力戦の拡大と水面下の秘密戦の展開

参謀本部第 2部第 8課（謀略課）の設置（1937 年 11 月 1 日→　官制上は 1940 年 8 月 1 日）

大本営謀略課（大本営第 8課、大本営第 4班・第 11 班）として

→　以後、陸軍における秘密戦の中心機関となる

　　影佐禎昭（陸士 26 期）・唐川安夫（29 期）・臼井茂樹（31 期）、岩畔豪雄（30 期）　　

→　のちに登戸研究所と中野学校に指令を出す存在に

Ⅱ　陸軍科学研究所登戸実験場の開設
１　陸軍科学研究所の設立と改編

1919（大正 8）年 4月：陸軍科学研究所（陸科研）の設立（勅令第 110 号）

　　1923 年：新宿（百人町）に移転（陸軍技術本部も移転、両機関が隣接）

第 1部：物理的事項（電波・無線・気球など）の研究　　第 2部：火薬・爆薬研究　　

第 3部：化学兵器（主に毒ガス）研究

	 	 	 	 1927（昭和 2）年：秘密戦資材研究室（室長：篠田鐐工兵大尉）新設 →【資料 1】

→　のちの登戸研究所（第 2科）のルーツ

1933 年 8 月　第 2部廃止（造兵廠に移管）、従来の第 3部を第 2部に

　　　　　　第 1部：物理的事項の研究　→　のちの登戸研究所（第 1科）のルーツ

第 2部：化学兵器研究

1935 年 10 月　昭和天皇の行幸（陸軍技術本部・科学研究所の視察） →【展示あり】
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２　登戸実験場の開設

　〔1〕実験場開設前の生田

1932（昭和 7）年に日本高等拓植学校が開設される（世田谷から移転）

ブラジルのアマゾン地方でジュート（麻　→コーヒー袋の原材料）を栽培するため移民

ただし、国策はブラジル移民から満州移民へシフト　→　1937 年に閉鎖

　〔2〕1937 年 12 月：陸軍科学研究所登戸実験場を神奈川県橘樹郡生田村に新設

当時の陸軍科学研究所長：多田礼吉中将

陸科研第 1部（電波兵器・無線機材）の実験施設として

→　電波研究のための高台・人家僅少・新宿方面からの利便性から登戸（生田）に

→　実験場長（1938 年 4 月~）：草場季喜工兵中佐 →【資料	 2】

　〔3〕登戸実験場の新設の目的

世界の趨勢である電波兵器研究へのキャッチアップを図る

く号兵器（怪力電波）とち号兵器（超短波レーダー）に重点

Ⅲ　国家総動員体制と科学技術・民間人の動員
１　国民監視・国民動員体制の構築

　〔1〕軍機保護法改正（1937 年 8 月 14 日）　→　最高刑が死刑に →【資料	 3】

　〔2〕国民精神総動員運動（1937 年 8 月 24 日閣議決定）　 →【資料	 4】

２　国家総動員法の制定

　〔1〕近衛首相、第 73 帝国議会で「事変の前途は遼遠」と演説（1938 年 1 月 22 日）

　　　1938 年度超大型予算の成立（一般会計 35.5 億円、前年度 29.8 億円から 19%増）

　〔2〕国家総動員法の制定 →【資料 5】

　　　戦時における人的・物的資源の管理・統制運用についての包括的委任立法

　　 →　議会の有名無実化（行政権の強大化）、戦争の長期化と将来戦に備える

→　科学技術と民間人（民間企業）を「国家総動員業務」に動員 →【展示あり】

→　国民徴用令・学徒勤労動員令など各種勅令が制定される

Ⅳ　登戸実験場から登戸出張所へ
１　登戸実験場から登戸出張所への“拡大”

　　1939 年 9 月	 本格的な秘密戦遂行のため陸軍科学研究所登戸出張所に改編

以後、秘匿名称「陸軍登戸研究所」を使用。出張所長：篠田鐐工兵大佐

第 1科：電波兵器・特殊無線・宣伝用気球（科長：草場季喜工兵中佐）

第 2科：毒物・薬物・謀略用細菌兵器（対動物・植物）・謀略用機材（科長：山田桜）

第 3科：偽札・偽証明書類（科長：山本憲藏主計少佐）　→　登戸研究所第 3の流れ

２　登戸研究所拡張の要因：日中戦争の泥沼化

　〔1〕上海における秘密戦（諜報・謀略）の激化、対欧米列強秘密戦の必要性

→　上海の特殊性：欧米諸国と日本の「租界」の存在

　　日本軍による上海占領後も欧米諸国の「租界」には踏み込めず

　　工部局による自治、欧米諸国軍隊による治安維持、蔣介石政権の法幣が流通

　〔2〕英・米・仏・ソ連の蔣介石政権への支援ルートの遮断、支援物資の破壊

→　欧米諸国に対する秘密戦の激化

→　登戸研究所の機能の拡張

おわりに

　〔1〕日中戦争により登戸研究所は再編・拡大された（物理・化学・偽札の 3つの流れ）。

　〔2〕科学技術・民間人が国家総動員法のもと、戦争に大動員された。
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【資料 1】篠田鐐（しのだりょう）（陸士 26 期）

（愛知）大正 3〔1914〕.5.28 陸士卒　3.12.25 工兵少尉　東京帝国大学応用化学卒（理学〔工学か〕博

士）　昭 7.1.16 陸軍科学研究所員兼参謀本部付　13.3.1 工兵大佐・科研所員　16.6.15 陸軍技術本部

第 9研究所長　16.8.25 少将　17.10.15 第 9 技術研究所長　20.3.1 中将　〔戦後、巴川製紙の技術部

長、社長を歴任。1962.4-64.3 繊維学会会長〕

出典：上法快男監修・外山操編『陸海軍将官人事総覧　陸軍篇』（芙蓉書房、1991 年）355 頁。〔　〕

内は山田が補足。

【資料 2】草場季喜（くさばすえき）（陸士 32 期）

（滋賀）明治 32〔1899〕.12.16- 昭和 38〔1963〕.5.3　父草場彦輔は陸軍少将、兄辰巳（20 期）は陸軍

中将。中央幼年学校予科、中央幼年学校を経て大正 9〔1920〕.5 陸士卒　9.12 工兵少尉・工兵第 15 大

隊付　12.11 砲工学校（高等科）卒（員外学生）　12.12 工兵中尉　13.4 東京帝大理学部物理学科入学

　昭和 2〔1927〕.3 同卒　3.4 陸軍科学研究所所員　4.8 工兵大尉　9.11 ドイツ駐在　10.8 工兵少佐

　12.1 科研所員　13.3 工兵中佐　14.2 兵器局課員　15.8 工兵大佐・独立工兵第 27 聯隊長　17.8 技

術研究所員　17.10 第 9 技研所員（1科長）　19.8 少将　20.9 兵器行政本部付　20.12 予備役

出典：秦郁彦編『日本陸海軍総合事典』（東京大学出版会、1991 年）54 頁より作成。〔　〕内は山田

が補足。

【資料 3】軍機保護法（1899 年 7 月 15 日制定、1937 年 8 月 14 日改正）

第一条　本法ニ於テ軍事上ノ秘密ト称スルハ作戦、用兵、動員、出師其ノ他軍事上秘密ヲ要スル事項

又ハ図書物件ヲ請フ

　前項ノ事項又ハ図書物件ノ種類範囲ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二条　軍事上ノ秘密ヲ探知シ又ハ収集シタル者ハ六月以上十年以下ノ懲役ニ処ス

　軍事上ノ秘密ヲ公ニスル目的ヲ以テ又ハ之ヲ外国若ハ外国ノ為ニ行動スル者ニ漏泄スル目的ヲ以テ	 

　前項ニ規定スル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

第三条　業務ニ因リ軍事上ノ秘密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ他人ニ漏泄シタルトキハ無期又ハ三

年以上ノ懲役ニ処ス

　業務ニ因リ軍事上ノ秘密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ公ニシ又ハ外国若ハ外国ノ為ニ行動スル者

ニ漏泄シタルトキハ死刑又ハ無期若ハ四年以上ノ懲役ニ処ス

第四条　軍事上ノ秘密ヲ探知シ又ハ収集シタル者之ヲ他人ニ漏泄シタルトキハ無期又ハ二年以上ノ懲

役ニ処ス

　軍事上ノ秘密ヲ探知シ又ハ収集シタル者之ヲ公ニシ又ハ外国若ハ外国ノ為ニ行動スル者ニ漏泄シタ

ルトキハ死刑又ハ無期若ハ三年以上ノ懲役ニ処ス

出典：現代法制資料編纂会編『戦時・軍事法令集』（国書刊行会、1984 年）167-168 頁。
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【資料 4】国民精神総動員実施要綱（1937 年 8 月 24 日閣議決定）

一、趣旨

　挙国一致堅忍不抜ノ精神ヲ以テ現下ノ時局ニ対処スルト共ニ今後持続スベキ時艱ヲ克服シテ愈々皇

運ヲ扶翼シ奉ル為官民一体トナリテ一大国民運動ヲ起サントス

二、名称

「国民精神総動員」

三、運動ノ目標

　「挙国一致」「尽忠報国」ノ精神ヲ鞏ウシ事態ガ如何ニ展開シ如何ニ長期ニ亘ルモ「堅忍持久」総ユ

ル困難ヲ打開シテ所期ノ目的ヲ貫徹スベキ国民ノ決意ヲ固メ之ガ為必要ナル国民ノ実践ノ徹底ヲ期

スルモノトス

　実践事項ハ右ノ目標ニ基キ日本精神ノ発揚ニヨル挙国一致ノ体現並ニ非常時財政経済ニ対スル挙国

的協力ノ実行ヲ主トシテ之ヲ定メ事態ノ推移並ニ地方ノ実情等ヲ考慮シテ適当ニ按排スルモノトス

四、実施機関

（一）本運動ハ情報委員会、内務省及文部省ヲ計画主務庁トシ各省総掛リニテ之ガ実施ニ当ルコト

（二）本運動ノ趣旨達成ヲ図ル為中央ニ有力ナル外廓団体ノ結成ヲ図ルコト

（三）道府県ニ於テハ地方長官ヲ中心トシ官民合同ノ地方実行委員会ヲ組織スルコト

（四）市町村ニ於テハ市町村長中心トナリ各種団体等ヲ綜合的ニ総動員シ更ニ部落町内又ハ職場ヲ単

位トシテ其ノ実行ニ当ルコト

五、実施方法

（一）内閣及各省ハ夫々其ノ所管ノ事務及施設ニ関連シテ実行スルコト

（二）広ク内閣及各省関係団体ニ対シ夫々其ノ事業ニ関連シテ適当ナル協力ヲ求ムルコト

（三）道府県ニ於テハ地方実行委員会ト協力シテ具体的実施計画ヲ樹立実行スルコト

（四）市町村ニ於テハ綜合的ニ且部落又ハ町内毎ニ実施計画ヲ樹立シテ其ノ実行ニ努メ各家庭ニ至ル

迄浸透スル様努ムルコト

（五）諸会社、銀行、工場、商店等ニ於テハ夫々実施計画ヲ樹立シ且実行スル様協力ヲ求ムルコト

（六）各種言論機関ニ対シテハ其ノ協力ヲ求ムルコト

（七）ラヂオノ利用ヲ図ルコト

（八）文芸、音楽、演芸、映画等関係者ノ協力ヲ求ムルコト

【資料 5】国家総動員法（1938 年 3 月 31 日公布）抜粋

第一条　本法に於て国家総動員とは戦時（戦争に準ずべき事変の場合を含む	 	 以下之に同じ）に際し国

防目的達成の為国の全力を最も有効に発揮せしむる様人的及物的資源を統制運用するを謂ふ

第四条　政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り帝国臣民を徴用して総

動員業務に従事せしむることを得　但し兵役法の適用を妨げず

第五条　政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り帝国臣民および帝国法

人其の他の団体をして国、地方公共団体又は政府の指定する者の行ふ総動員業務に付協力せしむ

ることを得

第八条　政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員物資の生産、修

理、配給、譲渡其の他の処分、使用、消費、所持および移動に関し必要なる命令を為すことを得

第一一条　政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り会社の設立、資本の

増加、合併、目的変更、社債の募集若は第二回以後の株金の払込みに付制限若は禁止を為し、会

社の利益金の処分、償却其の他経理に関し必要なる命令を為し又は銀行、信託会社、保険会社其

の他勅令をもって指定する者に対し資金の運用に関し必要なる命令を為すことを得	 

出典：現代法制資料編纂会編『戦時・軍事法令集』（国書刊行会、1984 年）195-196 頁。
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